
特
定
疾
患
の
あ
る
方

見
舞
金
を
支
給
し
ま
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

休
日
窓
口
の
ご
案
内

町
で
は
特
定
疾
患
で
公
費
医
療
給
付

を
受
け
て
い
る
方
に
、
年
１
回
１
万
円

の
見
舞
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

▼
対
　
象　

11
月
１
日
現
在
、
町
に
住

民
登
録
が
あ
り
、
公
費
医
療
給
付
を

受
け
て
い
る
特
定
疾
患
の
あ
る
方

▼
持
ち
物

・
現
況
届
（
昨
年
度
受
給
し
て
い
る
方

に
は
発
送
し
て
い
ま
す
）

・「
指
定
難
病
特
定
医
療
費
受
給
者
証
」

ま
た
は
「
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療

費
受
給
者
証
」

・
申
請
者
の
印
か
ん

・
振
込
口
座
番
号
が
分
か
る
も
の

▼
申
請
場
所　

保
健
福
祉
課
、
各
支
所

▼
申
請
期
限　

11
月
19
日
㈮

▼
問
合
せ　

保
健
福
祉
課
福
祉
係

☎
72 
６
９
１
７

平
日
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
受

け
取
れ
な
い
方
は
、
休
日
窓
口
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
ご
利
用
の
際
は
必
ず
事

前
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。
事
前
予
約

が
な
い
場
合
、窓
口
は
開
設
し
ま
せ
ん
。

▼
期
　
日　

12
月
12
日
㈰

▼
時
　
間　

午
前
９
時
〜
正
午

▼
場
　
所　

住
民
生
活
課（
本
庁
１
階
）

▼
問
合
せ　

住
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

☎
72 

６
９
０
８

９
月
定
例
議
会
で
同
意
さ
れ
た
人
事

案
件
に
つ
い
て
、
10
月
１
日
付
け
で
次

の
３
名
が
各
職
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

教
育
委
員
の
任
期
は
４
年
間
、固
定
資

産
評
価
審
査
委
員
の
任
期
は
３
年
間
で
す
。

【
教
育
委
員
会
委
員
】

○
大
森　

源
一
郎　

氏

【
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
】

○
稲
葉　
　

茂　

氏

〇
三
森　

忠
一　

氏

「
高
原
公
民
館
」
と
「
ゆ
め
プ
ラ

ザ
・
那
須
」
で
実
施
し
て
い
る
集
団
接

種
は
、
接
種
希
望
者
の
減
少
に
伴
い
、

次
の
と
お
り
変
更
と
な
り
ま
す
。

〇
高
原
公
民
館　

11
月
19
日
㈮
で
集
団
接
種
を
終
了
し

ま
す
。

〇
ゆ
め
プ
ラ
ザ
・
那
須　

11
月
22
日
㈪
以
降
は
、
開
設
日
時
を

調
整
の
う
え
実
施
し
ま
す
。

詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
安
全
・
安
心
メ
ー
ル
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　

町
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

接
種
推
進
室　

☎
73 

５
０
９
１

緊
急
事
態
宣
言
に
よ
る
厳
し
い
経
営

状
況
を
受
け
、
国
や
県
の
支
援
（
月
次

支
援
金
・
栃
木
県
事
業
継
続
支
援
金
）

を
受
け
た
事
業
者
の
皆
さ
ん
に
、
那
須

町
事
業
継
続
支
援
金
を
支
給
し
ま
す
。

▼
対
　
象　

町
内
に
事
業
所
を
有
す
る

事
業
者
で
、
次
の
支
援
金
の
い
ず
れ

か
の
支
給
を
受
け
た
方

・
国
が
実
施
す
る
月
次
支
援
金

　

（
令
和
３
年
８
月
以
降
分
）

・
栃
木
県
が
実
施
す
る
地
域
企
業
事
業

継
続
支
援
金（
８
月
ま
た
は
９
月
分
）

※
飲
食
店
等
の
営
業
時
間
短
縮
協
力
金

を
受
給
し
た
方
は
対
象
外
で
す
。

▼
支
給
額　

１
０
０
，
０
０
０
円

※
町
内
に
複
数
の
事
業
所
を
有
す
る
場

合
で
も
、
１
事
業
者
あ
た
り
１
回
の
支

給
と
な
り
ま
す
。

▼
必
要
書
類

〇
共
　
通

・
那
須
町
事
業
継
続
支
援
金
交
付
申
請

書
（
兼
請
求
書
）

・
振
込
口
座
の
通
帳
写
し
（
表
紙
と
表

紙
裏
面
が
写
る
、申
請
者
名
義
の
も
の
）

〇
月
次
支
援
金
を
受
給
し
て
い
る
方

・
月
次
支
援
金
給
付
通
知
書
の
写
し

※
振
込
が
確
認
で
き
る
通
帳
の
写
し
も
可

〇
県
地
域
企
業
事
業
継
続
支
援
金
を
受

給
し
て
い
る
方

・
振
込
が
確
認
で
き
る
通
帳
の
写
し

▼
申
請
方
法　

観
光
商
工
課
へ
郵
送
ま

た
は
持
参

▼
締
切
り　

１
月
31
日
㈪
ま
で

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

観
光
商
工
課

☎
72 

６
９
１
８

マイナンバー

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
集
団
接
種
に
関
す
る

大
切
な
お
知
ら
せ

町
内
の
事
業
者
の
皆
さ
ん
へ

「
那
須
町
事
業
継
続
支
援
金
」の
受
付
開
始
の
お
知
ら
せ

教育委員会委員・固定資産評価審査委員会委員が
任命されました

教育委員会委員・固定資産評価審査委員会委員が
任命されました

教育委員会委員・固定資産評価審査委員会委員が
任命されました
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